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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第８期
第２四半期
連結累計期間

第９期
第２四半期
連結累計期間

第８期
第２四半期
連結会計期間

第９期
第２四半期
連結会計期間

第８期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 403,436 391,197 219,721 213,197 803,004

経常利益（百万円） 7,026 9,025 8,882 9,864 11,751

四半期純利益又は当期純損失

（△）（百万円）
55 3,125 2,501 5,596 △13,506

純資産額（百万円） － － 158,640 137,314 135,583

総資産額（百万円） － － 417,866 392,277 387,136

１株当たり純資産額（円） － － 1,282.241,188.351,149.25

１株当たり四半期純利益金額又は

当期純損失金額（△）（円）
0.53 29.80 23.68 53.63 △127.90

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
0.48 26.85 21.43 48.10 －

自己資本比率（％） － － 32.4 31.2 31.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
6,723 17,575 － － 26,323

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△17,612 △11,449 － － △31,399

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
3,588 △5,840 － － △5,039

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 19,826 17,296 17,011

従業員数（人） － － 10,900 10,804 10,664

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。　

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第８期においては潜在株式は存在するもの

の、１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

　　　　４．第８期の当期純損失は、株式市場の低迷による投資有価証券評価損や不採算店舗等の減損損失の計上等によるも

のであります。

　

EDINET提出書類

株式会社エディオン(E03399)

四半期報告書

 2/35



２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当企業グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主

要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人）
10,804

[6,308]
　

　（注）１．従業員数は、当企業グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当企業グループへの出向者を

含む就業人数であります。

        ２．従業員数の［　］内は臨時従業員数であり、第２四半期連結会計期間の平均期間就業人員を外数で記載して

おります。

 

(2）提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 
363

 
[21]

  （注）１．従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人数であります。

　　　　２．従業員数の［　］内は臨時従業員数であり、第２四半期連結会計期間の平均期間就業人員を外数で記載しており

ます。　
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

商品分類別売上高

区分

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　

前年同四半期比（％）　
　　

金額
（百万円）

構成比（％） 　

テレビ 42,079 19.8 132.9

ビデオ 18,389 8.6 97.5

オーディオ 2,903 1.4 99.8

デジタルオーディオ 3,685 1.7 95.0

エアコン 22,229 10.4 78.9

暖房機器 138 0.1 58.7

冷蔵庫 15,895 7.5 101.9

洗濯機・クリーナー 11,696 5.5 100.9

レンジ 2,855 1.3 112.7

調理家電 5,629 2.6 99.6

理美容・健康家電 6,388 3.0 97.0

照明器具 1,603 0.8 92.1

パソコン 23,481 11.0 86.2

その他のＯＡ機器 6,692 3.1 79.6

音響ソフト・楽器 2,647 1.2 75.0

その他 46,882 22.0 91.8

合計     213,197 100.0 97.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 
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３【経営上の重要な契約等】

  当第２四半期連結会計期間において新たに締結した重要な契約は次のとおりです。

　当社及び当社子会社である株式会社デオデオ、株式会社ミドリ電化は、平成21年８月３日開催の取締役会におい 

  て、グループの再編を行うために子会社の合併を行うことを決議し、同日付で合併契約を締結しております。

　合併の概要は、次のとおりであります。

　　　株式会社デオデオと株式会社ミドリ電化の合併

　①合併の日程

　　　　　合併決議取締役会　　平成21年８月３日

　　　　　合併契約締結　　　　平成21年８月３日

　　　　　合併承認株主総会　　平成21年８月18日

　　　　　合併期日　　　　　　平成21年10月１日

　②合併方式

　株式会社デオデオを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ミドリ電化は解散いたします。

　③合併に際して発行する株式及び割当

　当社の完全子会社同士の合併となるため、合併比率の取り決めはありません。また、合併による新株発行及び資

本金の増加もありません。

　④消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

　該当事項はありません。

⑤引継資産・負債の状況

　本合併の効力発生日において、株式会社デオデオは株式会社ミドリ電化の資産及び負債ならびにこれらに付随

する全ての権利義務を引き継ぎます。

⑥吸収合併存続会社となる会社の商号・資本金・事業の内容

　商号　　　　　　　　株式会社エディオンＷＥＳＴ

　資本金　　　　　　　19,294百万円

　事業内容　　　　　　家庭電化商品等の販売
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当企業グループが判断したものであります。

 

　(1)業績の状況

　　当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の悪化や設備投資の停滞、雇用不安による個人消費の

減少等、依然として厳しい状況が続いております。

当家電小売業界におきましては、政府の経済対策として開始された「エコポイント」効果により、テレビや冷

蔵庫の需要が盛り上がりを見せました。一方で冷夏の影響によりエアコンなどの「季節関連商品」が低迷したほ

か、デジタルカメラやパソコンなどの「情報関連商品」も、ネットブックパソコンの普及等により単価が大きく

下落し伸び悩むこととなりました。エコポイント対象商品など一部商品が好調に推移しましたが、低迷する個人

消費と競合各社との競争激化により、業界全体としては厳しい市場環境の中で推移しました。

こうした中で当企業グループは、エコポイント制度導入にあわせ独自割引セールを実施するなど、エコポイン

ト対象商品を中心に需要喚起を図ってまいりました。その結果、ブルーレイディスクレコーダが、テレビとのセッ

ト購入等により顕著な伸びを示すなどエコポイント効果が対象商品の周辺にまで及んだほか、内食志向を背景に

大型冷蔵庫や電子レンジなども好調に推移しました。

また、消費者の価格志向の高まりなど市場環境の変化に対応して、価格競争力の高い商品の投入を強化したほ

か、グループ初のアウトレット店舗「デオデオアウトレット香椎浜店」を業態変更してオープンするなど、新規

顧客の獲得に努めてまいりました。そのほか、近畿エリアで㈱ミドリ電化〔現㈱エディオンＷＥＳＴ〕の創業50

周年を記念して「創業50周年祭」を実施するなど、各エリアにおける事業基盤の強化に取組みました。

当第２四半期連結会計期間の店舗展開は、家電直営店につきましては「ミドリ枚方店」「ishimaruららぽーと

新三郷店」など２店舗を新設し、「エイデン安城店」１店舗を建替するなど地域におけるシェア拡大を図る一方

で、経営効率の改善のため、不採算店を中心に２店舗を閉鎖しました。また、携帯ショップなどの非家電直営店に

つきましては、１店舗を新設、１店舗を閉鎖しております。これにより、当第２四半期末の店舗数は、ＦＣ店舗670

店舗を含めて1,089店舗となりました。

　　以上の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は2,131億97百万円（前年同四半期比3.0％減）、営業利益は

77億32百万円（前年同四半期比21.5％増）、経常利益は98億64百万円（前年同四半期比11.0％増）、四半期純利

益は55億96百万円（前年同四半期比123.7％増）となりました。

　     

　    (2)キャッシュ・フローの状況

　　　　当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、第１四半期連結会計期間末に

比べ15億58百万円増加し172億96百万円となりました。当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロー

の状況とそれらの要因は以下のとおりです。

 

　　　 （営業活動におけるキャッシュ・フロー）

　　　　　 営業活動の結果得られた資金は、196億58百万円（前第２四半期連結会計期間に比し22億23百万円の増加）となり

ました。これは、税金等調整前四半期純利益が89億74百万円あったことと、たな卸資産の減少が100億98百万円

あったこと等によるものであります。

　　 　（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　　　　　 投資活動の結果使用した資金は、46億3百万円（前第２四半期連結会計期間に比し46億55百万円の減少）となりま

した。これは、有形固定資産の取得による支出が41億44百万円、無形固定資産の取得による支出が27億49百万円、

有価証券の償還による収入が20億あったこと等によるものであります。

　     （財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　　　　　財務活動の結果使用した資金は、134億97百万円（前第２四半期連結会計期間に比し73百万円の減少）となりまし

た。これは、短期借入金の純減少額が256億1百万円、長期借入れによる収入が155億円、長期借入金の返済による

支出が13億55百万円、自己株式の取得による支出が18億32百万円あったこと等によるものであります。
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　    (3)事業上及び財務上の対処すべき課題

　       当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

　　　 １．基本方針の内容

　　　　　 当社は上場企業のため、株主・投資家の皆様は、当社株式の取得を自由に証券市場で行うことができます。そのた

め、当社は、当社の株式に対する大規模な買付行為につきましても一概に拒否するものではありません。近年わ

が国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大規模な買付行為、その提案又

はこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しておりますが、大規模な買付行為の提案が行われた場合に、そ

れに応じるべきか否かの判断は、当社の経営を誰に委ねるべきかという問題に関連しますので、最終的には個々

の株主の皆様のご判断によってなされるべきであると考えます。

　　　　　 もっとも、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、企業理念、企業価値の様々な源泉、当社を支

えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確

保、向上させる者でなければならないと考えております。

これらを十分に理解せず当社を支配した場合、ステークホルダー、特にお客様との信頼関係を失い、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがあります。このような企業価値ひいては株主共同の利益を

毀損するおそれのある大規模な買付行為やこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定

を支配する者として不適切であると考えます。

　     

　　　 ２．基本方針の実現に資する特別な取組み

 　　当企業グループは、家庭電化商品及び情報通信機器の販売を主な事業とし、中国・四国・九州地方及び近畿地方

に展開する㈱エディオンＷＥＳＴ（ストアブランド：デオデオ・ミドリ）、中部・関東地方に展開する㈱エ

ディオンＥＡＳＴ（同：エイデン・ishimaru〈石丸電気〉）、北陸・北海道地方を中心に展開する㈱サン

キュー（同：100満ボルト）が各展開エリアに密着した営業活動を行っております。

当社は、各事業会社を監督・指導する持株会社として、経営の効率化、統合効果の早期創出に取組み、株主・投

資家の皆様、お客様、お取引先様、地域社会、従業員、グループ及び関係会社等の各ステークホルダーの皆様の安

心と信頼のうえに、企業価値をより一層高めるべく、成長性、生産性、効率性のさらなる向上に努めてまいりま

す。

成長性の向上のために、各事業会社はエリア内の各商圏においてドミナント体制をとり、商圏規模に応じた複

数店舗の展開、販促効率・物流効率の向上、消費者の認知度の向上による競合他社に対する優位な地位の確立に

よって、マーケットシェアの拡大を図ってまいります。家電以外の商品においては、玩具、家具、インテリア、ソフ

ト、リフォーム等の積極的な展開を進めており、１店舗当たりの売上高拡大とワンストップショッピングによる

高い利便性を提供することで、店舗の競争力の強化を図ってまいります。

生産性の向上を図るために、当社は、統合効果の創出に積極的に取組んでおります。各事業会社を対象とした

仕入統合を積極的に行うとともに、グループ各社で店舗再編、オール電化事業、ソフト事業などのノウハウを共

有し、粗利率と収益の改善を図ってまいります。

効率性の向上を図るために、当社は、各事業会社共通の統合情報システムの開発に取組んでおります。情報シ

ステムの統一により、店舗でのより効率的なオペレーションを実現できるほか、カード戦略の統一で、顧客情報

を基点としたより効果的な販促の展開が可能となります。また、物流における統一的な仕組みの構築、物流セン

ター等の最適な配置を検討するほか、各事業会社における店舗の建設材や間接材等の仕入れを統一することに

よるスケールメリットの確保と経費管理のノウハウ共有で、グループとしての効率的な経費管理体制を構築し、

コストの抑制を図ってまいります。  　   

また、在庫、売掛債権等の資産及び負債の圧縮とキャッシュ・フロー経営を重視し、資本の効率的な運用を

図ってまいります。  

さらに、当企業グループは、法令遵守や企業倫理の重要性を認識するとともに、変化する企業環境に対応した

迅速な経営意思決定と経営の健全性向上を図ることによって、企業価値を継続して高めていくことを最重要課

題の一つとして位置付けております。その実現のために、株主・投資家の皆様、お客様、お取引先様、地域社会、従

業員等の各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人等の法

令上の機関制度を一層強化・整備してコーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。

また、平成16年12月に「エディオングループ倫理綱領」を制定し、当企業グループとしての基本姿勢を明文化

したほか、コンプライアンス委員会等の定期的開催、内部通報制度の整備、内部監査室・法務室の業務等を通じ

て、グループ内の問題点等が速やかに経営陣に伝わり、早期に対応・改善できる体制を構築いたしました。

その他内部統制システムの整備とともに、現体制の検証、改善を積極的に行い、さらなるコーポレート・ガバ

ナンスの強化に取組んでまいります。経営陣は、取締役会を月１回以上開催し、経営上の重要事項を討議し決定

しております。また、毎週経営会議を開催することで、適時に経営戦略や業務計画の見直しができる体制となっ

ております。同時に、社外監査役の出席により、外部専門家の助言を受けながら、経営への監視・牽制機能を強化

しております。コンプライアンス体制については、弁護士や各事業会社の総務人事担当者等を委員とした各種委
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員会を設置し、コンプライアンス意識を醸成し、法令違反の発生防止等に努めております。各事業会社に対して

は、親会社である当社が経営支援・監視を行い、月次ベースで経営成績を把握して、問題点の早期発見及び適時

の解決を図っております。

また、責任の明確化と迅速な意志決定及び機動的な職務執行を図るため、執行役員制度を導入いたしました。　

　

３．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が支配されることを防止するための取組

み

当社は、上記１．の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が決定されることを

防止する取組みとして当社株券等に対する大規模買付行為への対応策（買収防衛策）（以下「本対応策」とい

います。）を平成20年６月27日開催の第７回定時株主総会の決議により導入いたしました。

　　　　　 本対応策の概要は以下のとおりであります。

　

　　   (１)本対応策の対象となる当社株券等の買付行為

当社は、上記基本方針に照らし、特定株主グループが、議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株

券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（市

場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による

買付行為を除きます。かかる買付行為を以下「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を、以下「大

規模買付者」といいます。）が行われる場合には、一定の合理的なルール（以下「大規模買付ルール」といいま

す。）に従っていただくこととし、これを遵守した場合及びしなかった場合につき一定の対応策を定めることを

もって、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ

れることを防止するための取組みといたします。

　

　　   (２)独立委員会の設置　

　　　     本対応策が適正に運用され、取締役会における恣意的な判断がなされることを防止するために独立委員会を設置

します。独立委員会の委員は３人以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営

陣から独立している当社社外監査役及び社外有識者等の中から選任します。

本対応策において、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合は、原則として当該大規模買付行為に対

して対抗措置は講じないこととしております。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合は、対抗措置

を講じる場合として対抗措置発動に係る客観的要件を設定しておりますが、明らかな濫用目的の場合の例外的

対応としての対抗措置を講じる場合等、本対応策に係る重要な判断に際しては、原則として独立委員会に諮問す

ることとし、当社取締役会はその勧告を最大限尊重するものとします。

　

　　   (３)大規模買付ルールの概要　 

当社が設定する大規模買付ルールとは、①大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行為に関する必

要かつ十分な情報を事前に提供し、②当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を

開始する、というものです。

具体的には、まず、大規模買付者には、当社代表取締役宛に、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏

名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の目的と概要を明示した、大規模買付ルールに従う旨の「意向表明

書」をご提出いただいたうえで、当社取締役会に対して、当社株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意

見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）を提供していただきます。 

当社取締役会は、意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき本必要情報のリ

ストを当該大規模買付者に交付します。当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認

められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めま

す。

本必要情報の具体的内容は、大規模買付者の属性、大規模買付行為の目的及び内容によって異なりますが、一般

的な項目の一部は以下のとおりです。

　　　     ①大規模買付者及びそのグループの概要　

　　　     ②大規模買付行為の目的及び内容
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　　　　   ③当社株券等の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け

　　　　   ④当社及び当企業グループの経営に参画した後に想定している経営者候補、経営方針、事業計画、財務計画、資本政

策、配当政策、資産活用策等

　　　     ⑤当社及び当企業グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社及び当企業グループとの関係に

関し、大規模買付行為完了後に予定する変更の有無及びその内容

大規模買付者が、当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、当社取締役会は、大規模買付者に対す

る評価、検討、交渉、意見形成、又は、株主の皆様への代替案立案等を行いますが、このために必要な期間を60日以

内の期間をもって、取締役会評価期間として設定します。当該期間は、独立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊

重したうえで、必要に応じて最大90日間まで延長できるものとします。大規模買付行為は、かかる取締役会評価

期間の経過後にのみ開始されるものとします。なお、当社取締役会は、本必要情報の提供が完了した場合には、速

やかにその旨及び取締役会評価期間が満了する日を公表いたします。また、独立委員会の勧告を受け、取締役会

評価期間を延長する場合には、延長期間とその理由を速やかに開示します。

　　　     取締役会評価期間中、当社取締役会は、独立委員会に諮問し、また、必要に応じて外部専門家等の助言を受けなが

ら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、当社取締役

会としての意見を慎重に取りまとめ公表します。また、必要に応じ大規模買付者との間で大規模買付行為に関す

る条件改善について交渉したり、当社取締役会として当社株主の皆様に対し、代替案を提示することもありま

す。　

　

　　   (４)大規模買付行為がなされた場合の対応策　

　　　   ①大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合　

　　　　   大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、当該買付提案についての反対意見を表明

したり、代替案を提示することにより、当社株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対

する対抗措置は講じません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提

案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。　

　　　　   ただし、当該大規模買付行為が明らかに濫用目的によるものと認められ、その結果として会社に回復し難い損害を

もたらす等、当社株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、本対応策の例外的対応として、当社取

締役会は当社株主の皆様の利益を守るために、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで適切と考える対

抗措置を講じることがあります。　

　　　   ②大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合　

　　　　   大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如何に拘わらず、当社

取締役会は、当社及び当社株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の発行等、会社法、その他の法令

及び当社定款が認める対抗措置を講じ、大規模買付行為に対抗する場合があります。大規模買付者が大規模買付

ルールを遵守したか否か及び対抗措置の発動の適否は、外部専門家等の意見も参考にし、また独立委員会の勧告

を最大限尊重し、当社取締役会が決定します。　

　　　　   対抗措置として、具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したも

のを選択することとします。

　　　　   また、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合等、対抗措置の発動が適切でないと当社取

締役会が判断した場合には、独立委員会の意見又は勧告を十分尊重したうえで、対抗措置の発動の停止又は変更

を行うことがあります。　

　

　　   (５)本対応策の適用開始と有効期限、変更及び廃止　

　　　     本対応策は、平成20年６月27日開催の当社第７回定時株主総会における承認によって発効し、有効期限は平成23

年６月末日までに開催される当社第10回定時株主総会の終結の時までとします。ただし、当社第10回定時株主総

会において本対応策を継続することが承認された場合は、かかる有効期限は、さらに３年間延長されるものとし

ます。　

　　　     ただし、有効期限の到来前であっても、当社株主総会において本対応策の変更又は廃止の決議がなされた場合に

は、本対応策は当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社株主総会で選任された

取締役で構成される当社取締役会により本対応策の廃止の決議がなされた場合には、本対応策はその時点で廃

止されるものとします。
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　４．本対応策が会社支配に関する基本方針に沿うものであり、株主の共同の利益を損なうものではないこと、会社

役員の地位の維持を目的とするものでないこと及びその理由

  本対応策は、当社株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会によりいつでも廃止でき、また当社

の取締役任期は１年であり期差任期制を採用していないため、本対応策の廃止又はその対抗措置発動を阻止す

ることに時間を要するものでもありません。このように、本対応策は、経済産業省及び法務省が平成17年５月27

日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則

（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を

全て充足しております。さらに、本対応策の合理性についての考えは、以下のとおりです。

　

　　  (１)本対応策が会社支配に関する基本方針に沿うものであること　

　　　    本対応策は、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為がなされた場合の対応策、独立委員会の設置、株主及び投資

家の皆様に与える影響等を規定するものです。

　　　    本対応策は、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、

及び当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開始することを求め、これ

を遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記しています。　

　　　    また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付者の大規模買付行為が当社株主共同の利益

を著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、かかる大規模買付者に対して当社取締役会は当社株主

共同の利益を守るために適切と考える対抗措置を講じることがあることを明記しています。　

　　　    このように本対応策は、会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計されたものであるといえます。　

　

　　  (２)本対応策が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと　

　　　    当社の会社支配に関する基本方針は、当社株主共同の利益を尊重することを前提としています。本対応策は、かか

る会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判

断なさるために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保証することを目

的としております。本対応策によって、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、

本対応策は当社株主共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。　

　　　    さらに、本対応策の発効・延長が当社株主の皆様のご承認を条件としており、当社株主が望めば本対応策の廃止も

可能であることは、本対応策が当社株主共同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。　

　

　　  (３)本対応策が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと　

　　　    本対応策は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様のご判断に委ねられるべきことを

大原則としつつ、当社株主共同の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの遵守の要請や対抗措置の発

動を行うものです。本対応策は当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に開示しており、当社取

締役会による対抗措置の発動はかかる本対応策の規定に従って行われます。当社取締役会は単独で本対応策の発

効・延長を行うことはできず、当社株主の皆様のご承認を要します。　

　　　    また、大規模買付行為に関して当社取締役会が評価・検討、当社取締役会としての意見の取りまとめ、代替案の提

示、大規模買付者との交渉を行い、又は対抗措置を発動する際には、外部専門家等の助言を得るとともに、当社の

業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重す

るものとされています。このように、本対応策には、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続きも盛

込まれています。以上から、当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えておりま

す。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、移転増床、店

舗増床、除却について完了したものは、次のとおりであります。

　①店舗新設

　  ㈱エイデン　　ishimaruららぽーと新三郷店（埼玉県三郷市）　　　　　平成21年９月

　        ㈱ミドリ電化　枚方店（大阪府枚方市）　　　　　　　　　　　　　　　平成21年９月

　②店舗建替

　㈱エイデン　　安城店（愛知県安城市）　　　　　　　　　　　　　　　平成21年７月

③店舗増床　

　㈱エイデン　　小田井モゾワンダーシティ店（名古屋市西区）　　 　　 平成21年７月

　　　　④店舗除却　

　㈱ミドリ電化　上野店（三重県伊賀市）　　　　　　　　　　　　　　　平成21年８月

　㈱ミドリ電化　名張店（三重県名張市）　　　　　　　　　　　　　　　平成21年８月

　　　　また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成21年11月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 105,665,636 105,665,636

東京証券取引所

市場第一部

名古屋証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式であり、単

元株式数は100株であ

ります。

　

計 105,665,636 105,665,636 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。　
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（２）【新株予約権等の状況】

　　会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

2013年５月10日満期円貨建転換社債型新株予約権付社債（平成20年４月23日取締役会決議）

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権付社債の残高（百万円） 15,000

新株予約権の数（個）　 3,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式　

単元株式数100株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 11,086,474

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）１

新株予約権の行使期間 （注）２　

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）
（注）３　

新株予約権の行使の条件 　各新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 該当事項はありません。

代用払込みに関する事項 （注）４　

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 該当事項はありません。

　（注）１．本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(1)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債の全部を出資するものとし、当該本社

債の価額は、その額面金額と同額とする。

(2)転換価額は、当初、1,353円とする。

(3)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式

を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記

の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数をい

う。 

  既発行

株式数　

 

＋　

発行又は

処分株式数　
×　
１株当たりの

払込金額

 

調整後転換価額　＝　調整前転換価額　

　

 

×

 

時価　

　既発行株式数　＋　発行又は処分株式数

　また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式

の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行が行われる場合その他

一定の場合にも適宜調整される。

２．2008年５月23日から2013年４月26日の銀行営業終了時（ジュネーブ時間）までとする。但し、①本社債の繰

上償還の場合には、当該償還日の５営業日前の日の銀行営業終了時（ジュネーブ時間）まで、②本社債の買

入消却の場合には、本新株予約権付社債が消却のためにDaiwa Securities SMBC Europeに引き渡された時ま

で、また③本社債の期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、

2013年４月26日より後に本新株予約権を行使することはできず、また、当社の組織再編等を行うために必要

であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日から14日以内のいずれかの日に先

立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することができないものとする。

３．本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定め

るところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生

じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する

資本金の額を減じた額とする。　

４．本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとする。本新株予約権の行

使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。 
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　　　 会社法に基づく新株予約権（ストックオプション）に関する事項は、次のとおりであります。

　　　　 平成21年６月26日定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年９月30日）

新株予約権の数（個） 15,700

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式　単元株式数　100株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　　　　     　　1,570,000　　（注）１　

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　　　　　　　　　 　　　　　597　　（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成23年８月７日

至　平成26年８月６日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　597

資本組入額　　299

新株予約権の行使の条件

① 権利を付与された者（以下、「新株予約権者」とい

う。）は、当該新株予約権の発行にかかる取締役会にお

いて割当を受けた当初の新株予約権者において、これを

行使することを要する。

② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認め

られない。

③ 新株予約権者は、一度の手続きにおいて新株予約権の全

部または一部の行使をすることができる。ただし、当社

の１単元未満の株式を目的とする新株予約権の行使は

認められない。

④ その他新株予約権の行使の条件は、平成21年６月26 日

開催の当社第８回定時株主総会決議および平成21 年８

月５日開催予定の取締役会決議に基づき、当社と新株予

約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に

定めるところとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 　　　　　　　　　　　（注）３

（注）１．割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、目的となる株式の数を調整するものとし、調整の

生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。また、当社が合併等を行う場合、株式の無

償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の

上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。　

２．新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき１株当たり金額（以下「行使価

額」という。）に各新株予約権の目的となる株式の数を乗じた価額とする。

行使価額は、割当日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く。）における東京証券取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。

ただし、その金額が割当日の終値（取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値。）を下回る場合

は、割当日の終値とする。

なお、割当日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、時価を下回る価格で新株式の発行（時価発行として行う公募増資、ストックオプションとしての新株

予約権の行使により新株式を発行する場合を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　

　 　 　 　
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　

また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむをえない事由が

生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行う。

３．組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場

合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。　

①合併（当社が消滅する場合に限る。）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

②吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

③新設分割

新設分割により設立する株式会社

④株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

株式移転により設立する株式会社
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成21年７月１日～　

　　　　平成21年９月30

日

－ 105,665,636 － 10,174 － 62,371

（５）【大株主の状況】

 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 9,896 9.36

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）　
東京都港区浜松町二丁目11番３号　 7,670 7.25

興富株式会社 西宮市殿山町12番12号 6,000 5.67

株式会社ダイイチ 広島市中区紙屋町二丁目１番18号 5,779 5.46

エディオングループ社員持株会 大阪市北区堂島一丁目５番17号 5,554 5.25

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口９）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,378 2.25

久保　允誉 広島市中区 2,097 1.98

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,692 1.60

株式会社広島銀行 広島市中区紙屋町一丁目３番８号 1,621 1.53

日本生命保険相互会社　 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 1,501 1.42

計 － 44,192 41.82

（注）１．上記のほか当社保有の自己株式2,571千株（2.43％）があります。

　　　２．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及びその共同保有者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ証券株式会社、

三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル、三菱ＵＦＪ投信株式会社から平成21年７月６月付で提出さ

れた大量保有報告書により平成21年６月29日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けており

ますが、当社として当第２四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株

主には含めておりません。　

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
　（％）

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行　 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 　株式1,692,302 1.60

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　 　株式3,599,000 3.41

三菱ＵＦＪ証券株式会社　 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号　 　株式   76,773 0.07

三菱ＵＦＪセキュリティーズイ

ンターナショナル　

6 Broadgate, London EC2M 2AA, United 

Kingdom
　株式   77,605　　 0.07

三菱ＵＦＪ投信株式会社　 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　 　株式  252,600 0.24
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 　－ － 　－

議決権制限株式（自己株式等） 　－ － 　－

議決権制限株式（その他） 　－ －　 　－

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    2,571,200 － 　単元株式数100株

完全議決権株式（その他） 普通株式　102,961,600 1,029,616 　同上

単元未満株式 普通株式　　　132,836 － 　－

発行済株式総数 　　　　　105,665,636 － 　－

総株主の議決権 － 1,029,616 　－

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,200株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数22個が含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成21年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社エディオン
東京都千代田区外神田一

丁目９番14号　
2,571,200－ 2,571,200 2.43

計 － 2,571,200－ 2,571,200 2.43

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 508 714 675 644 810 868

最低（円） 247 442 535 506 517 716

　（注）　株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責

任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,106 16,912

受取手形及び売掛金 31,113 27,477

有価証券 6 2,119

商品及び製品 85,338 85,783

原材料及び貯蔵品 221 274

その他 18,303 20,762

貸倒引当金 △167 △156

流動資産合計 153,921 153,173

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 73,517 70,378

工具、器具及び備品（純額） 6,366 5,754

土地 76,162 76,746

リース資産（純額） 1,469 1,065

その他（純額） 5,182 5,130

有形固定資産合計 ※1
 162,698

※1
 159,075

無形固定資産

のれん 1,333 1,899

その他 17,704 15,368

無形固定資産合計 19,037 17,268

投資その他の資産

敷金及び保証金 35,160 35,553

その他 22,266 22,853

貸倒引当金 △834 △820

投資その他の資産合計 56,592 57,586

固定資産合計 238,328 233,929

繰延資産 27 33

資産合計 392,277 387,136
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 50,427 46,495

短期借入金 40,663 51,621

1年内返済予定の長期借入金 20,673 21,320

リース債務 43 43

未払法人税等 3,802 1,977

賞与引当金 5,183 5,086

ポイント引当金 9,553 9,338

その他 24,163 23,240

流動負債合計 154,511 159,122

固定負債

社債 500 500

転換社債型新株予約権付社債 15,000 15,000

長期借入金 53,102 44,659

リース債務 816 838

再評価に係る繰延税金負債 2,626 2,629

退職給付引当金 9,594 9,397

役員退職慰労引当金 780 764

商品保証引当金 1,822 1,322

負ののれん 6,523 7,486

その他 9,685 9,833

固定負債合計 100,450 92,431

負債合計 254,962 251,553

純資産の部

株主資本

資本金 10,174 10,174

資本剰余金 82,359 82,359

利益剰余金 46,196 43,916

自己株式 △1,901 △68

株主資本合計 136,829 136,382

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 303 △88

土地再評価差額金 △14,621 △14,938

評価・換算差額等合計 △14,317 △15,026

新株予約権 21 －

少数株主持分 14,780 14,227

純資産合計 137,314 135,583

負債純資産合計 392,277 387,136
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 403,436 391,197

売上原価 308,308 297,125

売上総利益 95,127 94,072

販売費及び一般管理費 ※
 93,490

※
 89,767

営業利益 1,637 4,304

営業外収益

受取利息及び配当金 277 241

仕入割引 5,285 3,141

その他 1,192 2,233

営業外収益合計 6,755 5,616

営業外費用

支払利息 739 642

持分法による投資損失 101 102

貸倒引当金繰入額 － 16

デリバティブ評価損 318 －

その他 206 134

営業外費用合計 1,366 896

経常利益 7,026 9,025

特別利益

投資有価証券売却益 124 51

固定資産売却益 5 42

前期損益修正益 70 －

賃貸借契約解約益 － 36

その他 63 9

特別利益合計 264 139

特別損失

固定資産売却損 10 164

固定資産除却損 404 311

減損損失 120 682

投資有価証券売却損 36 －

投資有価証券評価損 4,014 －

商品評価損 538 －

商品保証引当金繰入額 226 －

その他 700 202

特別損失合計 6,050 1,361

税金等調整前四半期純利益 1,240 7,803

法人税、住民税及び事業税 3,020 3,338

法人税等調整額 △562 809

法人税等合計 2,457 4,148

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,273 530

四半期純利益 55 3,125
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 219,721 213,197

売上原価 166,872 160,788

売上総利益 52,849 52,409

販売費及び一般管理費 ※
 46,485

※
 44,676

営業利益 6,363 7,732

営業外収益

受取利息及び配当金 118 102

仕入割引 2,854 1,392

その他 460 1,089

営業外収益合計 3,433 2,584

営業外費用

支払利息 366 315

持分法による投資損失 95 33

貸倒引当金繰入額 － 16

デリバティブ評価損 318 －

その他 132 86

営業外費用合計 914 452

経常利益 8,882 9,864

特別利益

投資有価証券売却益 68 －

固定資産売却益 － 7

前期損益修正益 5 －

その他 37 6

特別利益合計 111 13

特別損失

固定資産売却損 4 88

固定資産除却損 187 185

減損損失 9 613

投資有価証券売却損 30 －

投資有価証券評価損 4,014 －

その他 272 16

特別損失合計 4,518 904

税金等調整前四半期純利益 4,475 8,974

法人税、住民税及び事業税 2,595 2,738

法人税等調整額 3 366

法人税等合計 2,599 3,105

少数株主利益又は少数株主損失（△） △625 272

四半期純利益 2,501 5,596
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,240 7,803

減価償却費 5,757 6,031

減損損失 120 682

のれん償却額 226 △397

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 24

賞与引当金の増減額（△は減少） △773 97

受取利息及び受取配当金 △277 △241

支払利息 739 642

持分法による投資損益（△は益） 101 102

投資有価証券評価損 4,014 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,352 △3,635

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,097 498

仕入債務の増減額（△は減少） 247 3,931

その他 △1,414 3,948

小計 10,223 19,490

利息及び配当金の受取額 160 96

利息の支払額 △820 △722

法人税等の還付額 1,425 1,451

法人税等の支払額 △4,264 △2,740

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,723 17,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 － 2,000

有形固定資産の取得による支出 △12,386 △7,865

有形固定資産の売却による収入 335 337

無形固定資産の取得による支出 △3,237 △5,207

投資有価証券の売却による収入 1,358 884

差入保証金の差入による支出 △2,348 △1,323

その他 △1,334 △276

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,612 △11,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,389 △10,957

長期借入れによる収入 － 15,500

長期借入金の返済による支出 △5,822 △7,703

社債の発行による収入 14,984 －

社債の償還による支出 △120 －

自己株式の取得による支出 － △1,833

配当金の支払額 △1,054 △529

その他 △1,008 △317

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,588 △5,840

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,311 284

現金及び現金同等物の期首残高 28,591 17,011

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1,453 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 19,826

※
 17,296
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 (1)連結の範囲の変更　

　　前連結会計年度において100％連結子会社であった㈱ホームエキスポは、平

成21年４月１日に100％連結子会社である㈱エイデンに吸収合併されたた

め、連結の範囲から除外しております。

　 (2)変更後の連結子会社の数　

　 153社

２．会計処理基準に関する事項の変更 (1)たな卸資産の評価方法の変更

　　第１四半期連結会計期間より、連結子会社の㈱ミドリ電化において、たな卸

資産の評価方法を先入先出法から移動平均法に変更いたしました。これは、

他の主要な連結子会社が従前より移動平均法によって評価しており、各事

業会社共通の統合情報システムが稼動したことに伴い、同一の方法による

評価が可能になったことによるものであります。

　　これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ184百万円減少してお

ります。

 (2)仕入割引処理の変更

　 前連結会計年度まで、商品の仕入代金現金決済時に受取る仕入代金の割引

等については、受取時に営業外収益の「仕入割引」等として会計処理して

おりましたが、第１四半期連結会計期間より、一部の取引先の割引について

は仕入時に仕入控除項目として、「売上原価」に含めて処理することに変

更いたしました。

   この変更は、適用される仕入割引の割引率と市場の実勢金利との乖離が

長期化するなかで、当期より一部の取引先について契約内容の見直し等を

行ったことにより、一部の取引先の割引においては売上原価の仕入割戻と

の区別が実質的になくなってきており、より適正に売上損益を表示するた

めに実態に即して見直したものであります。

   これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、売上総利

益は3,701百万円増加し、営業利益は1,751百万円増加し、経常利益及び税金

等調整前四半期純利益がそれぞれ345百万円減少しております。

３.　表示方法の変更  連結キャッシュ・フロー計算書　

前第２四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「その他」に含めて表示しておりました「自己株式の取得によ

る支出」は、金額的重要性が増加したことから当第２四半期連結累計期間

より区分掲記しております。

　 なお、前第２四半期連結累計期間の「財務活動によるキャッシュ・フ

ロー」の「その他」に含まれる「自己株式の取得による支出」は2百万円

であります。
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【簡便な会計処理】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法　 　一般債権の貸倒見積高の算定について、前連結会計年度より著しい変化がな

いと判断したため、貸倒実績率は前連結会計年度に算定した実績率を使用し

て、当四半期の一般債権の貸倒見積高を算出しております。

２．棚卸資産の評価方法　 　実地棚卸は行わず、帳簿残高を基礎として合理的な方法により算定しており

ます。

　また、棚卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものに

ついてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切り下げを行っております。

３．法人税等並びに繰延税金資産及び

繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項

目を重要なものに限定し、合理的な方法により算定しております。

また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に

経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化が無いと認められるた

め、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法により判断しております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は97,187百万円であ

ります。　

※１　有形固定資産の減価償却累計額は94,553百万円であ

ります。　

　２　保証債務 　２　保証債務　

金融機関からの借入 　　

㈱ふれあいチャンネル1,573　百万円

㈱マルニ木工 200　 〃

その他 　　

従業員 6　百万円

金融機関からの借入 　　

㈱ふれあいチャンネル 1,659百万円

㈱マルニ木工　 200　 〃　

その他 　　

従業員 7　百万円

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　

  (1)販売費　

広告及び販売促進費 7,688百万円

  (1)販売費　

広告及び販売促進費 7,537百万円

 (2)一般管理費

貸倒引当金繰入額 11百万円

ポイント引当金繰入額 4,632　〃

商品保証引当金繰入額 68　〃

給与手当及び賞与　 29,794　〃

賞与引当金繰入額 4,057　〃

退職給付費用　 961　〃

役員退職慰労引当金繰入額 32　〃

営業用賃借料 11,818　〃

 (2)一般管理費

貸倒引当金繰入額 7百万円

ポイント引当金繰入額 4,198　〃

商品保証引当金繰入額 512　〃

給与手当及び賞与　 27,288　〃

賞与引当金繰入額 4,902　〃

退職給付費用　 1,156　〃

役員退職慰労引当金繰入額 24　〃

営業用賃借料 12,496　〃

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　

  (1)販売費　

広告及び販売促進費 3,520百万円

  (1)販売費　

広告及び販売促進費 2,942百万円

 (2)一般管理費

ポイント引当金繰入額 2,877百万円

商品保証引当金繰入額 43　〃

給与手当及び賞与　 15,774　〃

賞与引当金繰入額 1,970　〃

退職給付費用　 503　〃

役員退職慰労引当金繰入額 15　〃

営業用賃借料 6,130　〃

 (2)一般管理費

ポイント引当金繰入額 2,189百万円

商品保証引当金繰入額 296　〃

給与手当及び賞与　 13,572　〃

賞与引当金繰入額 2,560　〃

退職給付費用　 623　〃

役員退職慰労引当金繰入額 10　〃

営業用賃借料 6,544　〃
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係　

（平成20年９月30日現在）　

現金及び預金勘定 21,417百万円　

有価証券勘定に含まれるMMF等　 519　〃　

計　 21,936百万円

預入期間が３か月を超える定期

預金
△2,110　〃

現金及び現金同等物 19,826百万円　

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係　

（平成21年９月30日現在）　

現金及び預金勘定 19,106百万円　

有価証券勘定に含まれるMMF等　 0　〃　

計　 19,106百万円

預入期間が３か月を超える定期

預金
△1,810　〃

現金及び現金同等物 17,296百万円　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  105,665千株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  2,571千株

３. 新株予約権等に関する事項

　　ストックオプションとしての新株予約権

　　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　親会社　21百万円　

　　　権利行使期間の初日は到来しておりません。
　
４．配当に関する事項

（1）配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 527 5  平成21年３月31日 平成21年６月29日利益剰余金

　

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後

となるもの

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成21年11月13日

取締役会
普通株式 1,030 10 平成21年９月30日 平成21年12月８日利益剰余金

　

５．株主資本の金額の著しい変動

　　当社は、平成21年８月27日開催の取締役会における、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づく自己株式の取得決議に基づき、平成21年８月28日に自己株式の取得を行いました。

この結果、当第２四半期連結会計期間において自己株式が1,832百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末に

おいて1,901百万円となっております。　
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

　　当企業グループは、家庭電化商品の専門量販店集団であり、全セグメントの売上高の合計額、経常利益及び全セ

グメントの資産の金額の合計額に占める「家庭電化商品及び関連商品の販売ならびに家庭電化商品の工事修

理」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

　　当企業グループは、家庭電化商品の専門量販店集団であり、全セグメントの売上高の合計額、経常利益及び全セ

グメントの資産の金額の合計額に占める「家庭電化商品及び関連商品の販売ならびに家庭電化商品の工事修

理」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため記載を省略しております。

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）

　　海外売上高がないため、記載を省略しております。

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

　　海外売上高がないため、記載を省略しております。
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（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）

満期保有目的の債券で時価のあるもの及びその他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なもの

でなく、かつ前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。

　

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）

　対象物の種類が通貨及び金利であるデリバティブ取引が、事業の運営において重要なものではなく、かつ、前連結

会計年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。

 

（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

　 １．ストック・オプションに係る当第２四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　　　21百万円

　

 ２. 当第２四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容　

　 　平成21年ストック・オプション

　付与対象者の区分及び人数

親会社取締役　　　　　９名

親会社従業員　　　　　３名

連結子会社取締役　　　12名

連結子会社従業員　　 668名

　株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式　1,570,000株　

　付与日 平成21年８月６日

　権利確定条件　 　権利確定条件は付されていません。

　対象勤務期間 平成21年８月６日　～　平成23年８月６日

　権利行使期間 平成23年８月７日　～　平成26年８月６日

　権利行使価格　　　　 597円

　付与日における公正な評価単価　 163円　
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,188.35円 １株当たり純資産額 1,149.25円

２．１株当たり四半期純利益金額

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 0.53円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額
0.48円

１株当たり四半期純利益金額 29.80円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額
26.85円

　（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 55  3,125

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 55 3,125

期中平均株式数（千株） 105,605 104,880

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 11,086                    11,537

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要

                          －                          －
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 23.68円

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
21.43円

１株当たり四半期純利益金額 53.63円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額
48.10円

　（注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（百万円） 2,501 5,596

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 2,501 5,596

期中平均株式数（千株） 105,605 104,344

   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 11,086 11,988

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要

                         －                         －
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（重要な後発事象）

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間 
　（自　平成21年７月31日
  至　平成21年９月30日）

当社子会社の株式会社東京エディオンによる石丸電気株

式会社の株式追加取得について
                    ＿＿＿＿＿

  当社及び当社の子会社である株式会社東京エディオン

は、平成20年６月25日開催の取締役会において、株式会社

東京エディオンの子会社である石丸電気株式会社の株式

を追加取得することを決議しており、以下の内容で追加

取得を行っております。

　

・主旨及び目的

  株式会社東京エディオンが石丸電気株式会社の発行済

株式の全株を保有することにより、石丸電気株式会社の

業績改善を迅速に進め、エディオングループとして関東

エリアにおける事業基盤を確立するため。

・株式取得の日程

平成20年６月25日株式会社東京エディオンによる石丸

電気株式会社の株式取得（完全子会

社化）に関する基本合意書承認取締

役会　

平成20年10月１日株式譲渡契約日及び株式譲渡日

　

　

・株式取得の内容

  当社子会社である株式会社東京エディオンは、石丸電

気株式会社の発行済株式総数の60％にあたる363,914株

を3,236百万円で取得し、完全子会社としております。

（リース取引関係）

　当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

　リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しておりますが、リース取引残高が前連結会計年度末に比べて著しい

変動が認められないため、記載を省略しております。

 

２【その他】

　平成21年11月13日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）中間配当による配当金の総額      1,030百万円

(ロ）１株当たりの金額                   10円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成21年12月８日

　（注）平成21年９月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月14日

株式会社エディオン

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山本　操司　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊藤　嘉章　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　正彦　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エディオン

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エディオン及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月13日

株式会社エディオン

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山本　操司　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊藤　嘉章　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 井上　正彦　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エディオン

の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エディオン及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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